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   開     議 

 

 

○蒲生光男議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に遅刻の議員は、14番、大沼 久

議員でございます。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

２号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○蒲生光男議長 日程第１、市政一般に関する質

問を行います。 

 なお、質問の時間は答弁を含めて60分以内と

なっておりますので、ご協力をお願いいたしま

す。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 小関秀一議員の質問 

 

 

○蒲生光男議長 順位１番、議席番号５番、小関

秀一議員。 

  （５番小関秀一議員登壇） 

○５番 小関秀一議員 おはようございます。 

 非常に６月のさわやかな天気の中、初めての

選挙で当選をさせていただきまして、しかもト

ップバッターで６月の一般質問をさせていただ

くこと、非常に光栄に思いますとともに、緊張

しております。何分初めてでございますので、

不手際また質問の内容等について素人の部分あ

りますので、ご容赦、ご勘弁をいただきながら

質問を始めさせていただきますので、よろしく

お願いを申し上げます。 

 まず、今般の選挙に当たって、私自身非常に

悩んだ部分については、特に３月11日の震災、

その後の原発の事故等の暮らしの不安の部分で、

私、56歳になったわけでございますけれども、

今まで百姓一本で生きてきて、さまざまないわ

ゆる次の世代に何か仕事をできないかというふ

うなことで、３月末、決意をさせていただいて、

この場に至ったという経過であります。 

 趣味、百姓というふうに言いたいわけですが、

食いぶちについては農業で一生懸命働いてきた

つもりでありますが、なかなか今の時代であり

ますので、農業の経営についても難しいと。た

だ、幸いなことに後継者、息子夫婦が支えてく

れますので、こういう仕事で身近な問題から国

レベルのいろいろな暮らしの課題について取り

組んで、ご提案もできればしたいもんだなとい

うふうに、今後も４年間精いっぱい頑張ります

ので、よろしくお願いを申し上げます。 

 基本的にはきょうの質問の中でもすべて通じ

るなというふうに私思ってるところは、やっぱ

りこれは今だからということでは決してなくて、

暮らし向きについて無理、むだのないことが肝

要かなというふうに、私は常にこれからも心が

けて、いろんな課題なりテーマなりに取り組ん

でいきたいというふうに思っております。 

 つまり、やっぱり身の丈に合った暮らしや行

政や産業のあり方等が必要なんだなというふう

に思いながら、質問に早速入ります。 

 質問については、非常に簡単に質問させてい

ただいて、質疑の中で少しやりとりをさせてい

ただきますので、ご勘弁をいただきたいと思い

ます。 

 まず最初に、大きく３つ項目を上げさせてい

ただいたわけですけれども、あいさつにも述べ
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ました東日本の大災害の折に、いろいろ思い悩

んだこと、今考えてることについて、第１点目、

質問させていただきます。 

 当日、私はたまたま４時から開催を予定して

おりました農協のＴＰＰの研修会、今、名前が

変わったのですか、グランドホクヨウで準備を

しておったさなか、約70人ほど参加者集まって

るさなかの災害、地震でありました。すぐ停電

がありまして、講演会の開催については中止す

るかかなり迷ったわけですが、伝達、つまりど

ういう状況が起きたかということをよく伝わら

ないまま、まだ日中でありましたから真っ暗で

はなかったわけですが、電気がなく、マイクも

なくということで、会場の下のホールで、皆さ

んの了解の中で研修会を５時ごろまで開かせて

いただいたということでした。 

 それについては、東京から講師を呼んでいた

というふうなこともあったので、もったいない

というか、せっかくおいでになった先生だった

ということも含めてでありましたが、地震なり

災害がつまりはどういう状況だったか全然わか

らなかったということが大きな理由の一つだっ

たんじゃないかなというふうに思います。 

 今考えますと、それからうちさ帰って、夜、

電気もないまま、家族が過ごしたことを思い返

しますと、何が起こってたのかわからなかった

と。ラジオと車のテレビとを時々見ながら、す

ごい災害が起こってたんだなということは少し

ずつわかったわけですが、まず身内の仙台で暮

らしている息子のこととか、身内のことをまず

第１点、あと近くの人はどうしたんべなという

ふうな思い悩みをしながらも、自分の一夜を明

かすことで手いっぱいだったなというふうに思

いますけれども、この間の日曜日ですか、防災

訓練の折、平県議が長井の停電の折の信号機と

かで非常に混乱が少なかったというふうなあい

さつをされておりましたけども、市民の方々そ

れぞれどうだったんべなというふうに、私はあ

んときも思いましたし、今も思っております。 

 つまり、私んだ家族多いときは励まし合った

り何だりして過ごしたわけですが、老人の世帯

なりひとり暮らしなり、ちっちゃい子供を抱え

た家族の方々が何が起こってたかを伝わってな

いという不安が、例えば原発の部分でもそうだ、

今もそうだろうなというふうに思いますが、災

害の情報伝達について、これは行政の大きな仕

事だなというふうに思います。 

 今さらハザードマップのあり方とか防災のい

ろいろな機能整備を整理するんだというふうな

ことについては、日夜少しずつ準備はできるわ

けですが、万が一の場合の対応について、長井

市の対応がどうだったんべなと。つまり電気も

ない中で電話ができないということは、これは

絶対的な条件だったわけですが、私はせめて広

報車で状況の説明と市民に対する安心感を与え

るような広報は必要だったんじゃないかなと、

欲しかったなというふうに今も思っております。 

 その後、いろいろな、じゃあ方法はあったん

じゃないかというふうに検証するわけですが、

昨年来あたりから、私の平野地区についても、

これは地震災害も含めてですが、平野地区安全

推進協議会なるものを立ち上げて、頑張ってお

られます。これについては、それぞれの組織が

協力し合って提携しあって、地域を支え合うべ

というふうな組織でありますが、私もあんまり

認識なかったんですが、これはみずから設立を

したこと、行政も各地区にこういう組織はぜひ

必要だということで、21年の議会のハザードマ

ップの件で質問された折も、こういう自立的な

自主的な組織はぜひ必要だし、支援をしていく

と。いわゆる金銭的な部分も含めて、支援をし

ていくんだというふうな答弁を市長さんはなさ

っておられます。 

 ただ、これはどういう経過があるかどうかは

わかりませんが、平野の協議会の方にお聞きを

しますと、全く自主財源で、たかだか地区長会
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から１万5,000円、あと安協から5,000円、防犯

協会から3,000円、たった２万3,000円の予算で

この地区のすべての安全を守る体制を担ってる

というふうなことです。市民それぞれがお互い

に支え合うということは当然でありますし、予

算があるなしはまた別問題でありますけれども、

ぜひこの件も検証していただきながら、市民へ

の安全な暮らしをこういう背景を持ちながら守

っていくんだということについて、再度検証を

お願いをしたいもんだなというふうに思ってお

ります。ぜひお考えをお聞かせいただきたいと

思います。 

 あと、念願でありました長井ダム、これにつ

いて、昨年完成を見まして、ことしから管理体

制に切りかわったということで、長井のみなら

ず置賜、最上川流域管内の水資源、電力補給

等々の多目的ダムの完成については非常に地域

の大きな財産として私も喜んでおります。 

 農業の立場から見ても、昨年の猛暑のときも

水が枯れることなく供給できて、１等米比率、

他の地区から見ても１等米が多い地区というこ

とで、安心した生産ができたということも一つ

は長井ダムのおかげもすぐに発揮できたという

ふうに感謝を申し上げるわけですが、水そのも

のの水源の量については、かつて昭和29年前か、

木地山ダムが出た水量で農業用水についてはも

うその水量だというふうに、これは限定されて

おりますので、いっぱい水、長井ダムにたまっ

たから、全部長井で使われるということでは決

してないわけで、これは誤解のないようにして

いきたいもんだなというふうに思いますが、た

だ１点、これも地震や原発を経験したことによ

って、長井ダムの耐震の問題が一回も正式に伝

わってきてないというふうな不安が今、これは

平野だけの問題ではなくて、流域全体の問題だ

というふうに思いますが、これも原発と同じで、

安全だと安心してくださいということなのかな

というふうに想像はつくわけですが、万に一つ

の場合の対応がこれも必要だなというふうに思

います。 

 先日、いろんな市内の施設を少し一部ですが、

見せていただいた折も、野川流域の堤防の問題、

これ最上川、大分建設省のおかげで整備進んで

るわけですが、白川も含めて、支流の堤防整備

について、まだまだ長井市民として注目してい

くべき問題でねえかなと。ダムができたことに

よって、貯水量が多くなったことによって、殊

さら注目していきたいというふうに思います。

これ素人目でありますので、間違った部分もあ

ろうかと思いますが、左岸流域についての整備

は確かにおくれてるというふうに私も感じまし

た。これも河川管理のいろいろな計画の一つで

あろうかというふうに思いたいわけですが、速

急な計画をお聞きしたいもんだなというふうに

思います。ダムの耐震調査についてのデータと

ともに、ぜひお聞かせをいただきたいというふ

うに思います。 

 あと、１番の（３）であります。原発に伴う

いろいろな調査、心配事を払拭する、また心配

事が出れば、例えば農産物については出荷停止

をしたり、さまざまな手だては被災地では即、

今も行われておるわけですが、私たち、幸いい

ろんな調査の結果、多少のレベルの数値が出た

部分もありますが、農産物等に体に被害の及ぼ

すような放射能の数値は出ておりません。また、

長井市も独自に５月の議会で補正でつけさせて

いただいた農産物に関する放射能のサンプル調

査について36万4,000円ほど計上になったわけ

です。５月から９月までというふうなことで、

月２回ぐらいか、長井の農産物を調査していく

というふうなことになりますけれども、これも

私は個人的には大変いいことだと、農業者にと

っても食べていただく消費者にとっても安心し

て地元の農産物を食べると、供給するというふ

うなことではいい施策だなというふうには思い

ます。 
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 ただし、５月でも質問させていただいたわけ

ですが、公開とその後処理、対応についてきち

んとした考え方がないと、不安をあおるという

ふうなことになりかねない部分もあるのだなと

いうふうに私は心配しております。例えば、今

まさに被災地のそういう対象産物については、

あくまでも東京電力との賠償請求という形で責

任問題を詰めていくしかないというふうに言わ

れておりますけれども、じゃあ農業者が不確か

な、例えばサンプルでありますので、その数値

で出荷停止になった場合の賠償をどういう手だ

てでしていくのだというふうな部分は、非常に

情報不足でありますし、これは農業者団体とも

どもに手を携え合いながら賠償まで持っていく

なべなというふうに私も聞き及んでおりますけ

れども、長井市の場合、そういう検査結果と万

が一の場合の対応について、どういうふうな考

え方で今進もうとしてるのか、お聞かせをいた

だきたいなというふうに思っております。 

 質問ばりで終わると悪いので、簡単にします。

２番目の（１）に移ります。平野地区に建設を

予定されてます置賜生涯学習プラザ運動公園の

整備についてお伺いをいたします。 

 これについては、かねてより議会でも議論を

していただいてた部分で、私も勉強させていた

だいたわけですが、一市民の立場から申し上げ

ますと、ほとんど伝わってないと、できるんだ

ぞと、防災を兼ねているんだぞと、サッカー場

や陸上競技場もできるんだぞというふうな情報

しか伝わってきてない。大きな質問の趣旨は、

なしてこげな大きなプロジェクトが長井市、特

に私の住む平野地区に出るのに、説明会とかな

いなべなと、素朴な質問です。 

 ましてや私は東の方に住んでいますし、土地

改良事業もともども進んでる関係上、地権者と

か近隣住民の方に対してのプロジェクトの説明

がなくて進むというのは、これおかしいんじゃ

ないかなと素朴に思ってます。計画は何だ、予

算は何だ、安全性は何だ。かつての21年の議会

でも、例えばあの場所は軟弱土質なので大丈夫

なのかというやりとりとか、さまざまな議論を

議会でされたことは私も学びましたが、私ども、

あそこで百姓してっと、当然あんなとこ、やっ

こい土地だちゅうのは百もわかってます。当然

ボーリング調査をこれからするというふうな当

局の考え方で、今、建物なり建設の準備なさっ

ておりますので、それをきちんとしていただく

ことは当然ですが、防災機能とスポーツの施設

について、どういうふうに利用なり、施設をお

互いに分け合っていくのかということについて

はまだ整理できてない部分ありますので、お聞

きをしたいなというふうに思います。 

 特に、かつても議論があったわけですが、冬

場の利用の問題、あと例えば今、計画内容です

が、施設の趣旨については、市長の今年度の施

政方針の中でも大変いい言葉で、だれでもいつ

でもどういう世代でも利用できるスポーツ施設

というふうな生涯スポーツの施設にするんだと

いうふうにうたわれておりますけれども、夜間

の照明のない施設で、冬はどうせ雪降っから使

わないとしても、日の長い夏場、照明がなくて、

日中だけ使われるし、使ってくださいという施

設で、本当に働いたり、子供らが学校終わって

から使い勝手のいい施設って言えるのかなって、

疑問なんです。せめて平日、仕事終わってから

も使われる施設、（３）にも関連しますが、維

持管理ということではかつて当局からは芝生の

管理も含めて500万円程度、全体のスポーツ公

園そのものについてはそのぐらいで終わんべえ

という回答を得てるようでありますけれども、

そげなもんであの大きな敷地を要する公園の管

理ができるのか。芝刈りだけで300万円、400万

円当然かかるというふうにおっしゃってるわけ

だ。周辺の草刈り等については、市民のボラン

ティアを募るというふうになんのかな、どうな

んべな。その辺について、（３）に上げており
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ます維持管理について、再度お示しをいただき

たいというふうに思っております。 

 行ったり来たりして、申しわけありませんが、

夜間照明、これについてはぜひ検討をお願いし

たいなというふうに再度申し上げます。 

 あと３番に移ります。ＴＰＰについて、この

議論についても12月の議会で、請願２件も含め

て議会で大分議論なされたことは承知をしてお

ります。今、震災後、国もＴＰＰの参加につい

ては棚上げだというふうに言われておりますが、

また最近、再度、経済を活性化するためにとい

うふうな言い回しの中で、経済界あたりはＴＰ

Ｐについての参加を言い始めてきてるという報

道がございます。 

 私は個人的には、農業のみならず労働問題、

あと医療や金融の問題も含めて、日本の将来の

あり方をきちんと示す意味でも、全くの規制の

ない関税自由化については反対でありますから、

これからもその主張を続けていきたいもんだな

というふうに思いますが、縮めて言えば、そん

じゃ長井の産業はどうするんだと、特に（１）

にあげました環境のまちづくりをうたってる、

例えばレインボープランを含めて、農業の問題

をＴＰＰの締結後についてどういう心配事があ

るんだと。これは12月の竹田議員の質問でも当

局は答えてるわけですが、まず一番の心配は、

後継者が魅力を持てなくて、そういう仕事につ

かなくなるということが明らかに想像できます。

（３）とちょっとダブるわけですが、将来の長

井の産業を支える担い手をどういうふうに育成

するんだというふうに考えたときに、全く世界

の経済にさらされる長井の産業が持続可能で進

んでいられるのかということは、循環で自前の

産業をつくっていくべというふうに、最大テー

マにしている長井の考え方と全く真逆の流れに

なっていくんでねえかなというふうに心配され

ますので、その辺について市長のお考えをお聞

きします。 

 あと、（２）であります。農地・水・環境保

全事業については、平成19年から５年間の限定

の事業ということで、おかげさまで農業振興地

域の水田に対しては、当時３年間は2,200円の

補助というふうなことで、昨年、今年度は

4,400円の事業で、長井地区は13保全会を有し

て、農業施設の修理や機能を長く使えるように

というふうなことで事業をさせていただいてお

ります。おかげさまで、40年もたった土地改良

事業の区域については、再整備のような形で修

理や補修をしたりしながら、また10年、20年使

えるような整備をそれぞれの保全会でさせてい

ただいているわけですが、国は昨年来、ことし

の冬あたりから、これにつけ加えて新しい事業

展開の提案をいただいております。 

 これはそれでは間に合わねえべと、修理や補

修でなくて、更新できるような事業のメニュー、

いわゆる農地・水に上乗せの向上活動支援交付

金事業を提案をされております。これも上乗せ

で10アール当たり4,400円。これも非常にうま

みのある事業だなというふうにみんなはお聞き

して、感じたわけですが、具体的にじゃあ本当

に採択なんのかとお聞きしますと、実際は国の

レベルでは２割ぐらいしか総予算でつけてねえ

と。それは国、こういう災害の折でもあります

し、国の財政の問題も考えれば、多少しょうが

ないのかなというふうに思ったわけですが、ほ

んじゃあ長井の２割はどういうふうにふるいに

かけるのかと。これは大問題です。お互いの保

全会が力関係で引っ張り合いをするのか、例え

ば平野地区の場合ですが、1,000万円を要求し

た場合、ここだけちょぴっとだけして済ません

のか。非常に公平感、不公平感をつくる一つの

要因にもなってしまわないかというふうに私は

心配をしておりますので、その辺のこの事業に

対する考え方、進め方をお聞きをしたいと。 

 また、この事業については、農振地域に限定

でありますので、農業者と農村部に住んでる地
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域にとっては、生活用水も含めて、非常に有意

義な事業だったなというふうに思いますが、長

井は水と緑と花のまちというふうにうたわれて

るとおり、水については非常に生命線でありま

す。特に農業関係ばかりでなくて、生活用水、

防犯のための用水路ということで、町場の水路

整備について、こういう事業は当てはまらない

というふうに言われておりますので、即適用は

できませんが、じゃあ町場の水路整備について

はどういう計画があるのか。 

 つまり農村部から流れてきた使い終わった余

った水を長井のまちなかに流してるわけであり、

生活用水として使える水については、水道水以

外には長井の野川のダムの利用権はないわけで

す。水路の末端であるまちなかの水路の整備が

ないと、治水や洪水対策の、いわゆる暮らしに

非常に近い水路の不安が取り除けないというふ

うに私は心配しておりますので、ぜひ町場の水

路の計画についても問いただしていきたいなと

いうふうに思いますので、計画があればお聞か

せをいただきたいというふうに思います。 

 あと最後であります。これも農業関係になる

わけですが、昨年から戸別所得補償を民主党が

農業施策の中心に据えて政策を展開しておるわ

けです。その中で、ことしから多少メニューが

変わりまして、規模拡大加算をつけ加えられま

した。この条件については、農地利用集積円滑

化事業という名のもとに組織をつくって、組織

を通した農地の流動面積に応じて２万円を出す

というふうな施策でありました。 

 長井については、ご承知のとおり昭和55年来

の農用地利用改善事業で、利用改善団体をつく

りながら、白紙委任でいわゆる集落でまとまり

をつくりながら農地を維持管理してきたと、流

動化を話し合いの中で後継者を育てながら育成

してきた経緯がございました。そういう改善団

体には出ないのかという大きな課題があったわ

けであります。 

 長井市の農業委員会とも話し合いをしながら、

農業委員会の努力もあって、最近、国から示さ

れたのは、ようやく地域農業再生協議会、今ま

で３月まで水田協というふうな名前で呼んでた

協議会を再生協議会と名を変えて、その協議会

を通したものはすべて規模拡大加算をつけると

いうふうに変わったというふうにお聞きをして

おります。私は正直言ってほっとしてるという

か安堵しておりますけれども、その手続等につ

いて、ほとんど農業者に伝わってないというの

が現状であります。戸別所得補償の申請につい

ては、既に農業者に判こ押しをしろ、申請をし

ろというふうなことで、申請書のペーパーも回

っておるわけですが、規模拡大加算についての

農家への周知はほとんどなされてないんでねえ

か。 

 あともう１点は、改善組合等についてのせめ

て代表者にはこれをきちんと説明をして、安心

感とあと規模拡大なりを求める後継者について

も指導、助言なり支援をできるような体制を早

くとって、作付後、秋になればまた高齢化のた

めに農地が動きますので、ぜひ早い手だてをお

願いをしたいなというふうに思います。 

 大変質問の方、長くなりました。ふなれな質

問をさせていただきましたので、壇上からは以

上で終了させていただきます。よろしくお願い

を申し上げます。ありがとうございました。

（拍手） 

○蒲生光男議長 ここで皆様方に申し上げます。

大沼 久議員が議席に着かれましたので、ご報

告申し上げます。 

 答弁を求めます。 

 内谷重治市長。 

 なお、答弁者は５名の予定でございますが、

残り時間を勘案しながら、簡潔にご答弁をお願

いいたします。 

○内谷重治市長 おはようございます。 

 小関秀一議員のご質問にお答えいたします。 
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 小関議員からは、初めての一般質問でござい

ますが、30分以上にわたるノー原稿での質問と

いうことで、小関秀一議員の豊かな多岐にわた

る経験、また確かな信念に基づいた質問だった

というふうに非常に感心してお聞きしたところ

でございます。 

 それではまず最初に、１番目の３．11東日本

大震災後の長井の防災計画の検証についてとい

うことで、私からは概略的なところを申し上げ

まして、詳しくは担当課長の方から答弁を申し

上げたいと思いますが、質問の趣旨について、

ちょっともし違っておりましたらご指摘いただ

ければというふうに思います。 

 小関議員がご指摘のとおり、市民への情報伝

達方法、これが一番の課題だというふうなこと

は、私も市議会議員をさせていただいたときか

ら考えておりました。平成20年に羽越水害が発

生して40年の記念の式典というのがございまし

て、そのとき兵庫県の豊岡市長から講演をお伺

いしました。豊岡市は平成19年に集中豪雨で４

名の市民の方が亡くなっておられました。しか

し、そのときに、市長の話ですと、豊岡市で前

年に防災計画を見直しして、実は放送局を設け

て、非常時に強制でラジオにスイッチ入るシス

テムをつくったと。いわゆるラジオ局、災害Ｆ

Ｍを持っていたということでありまして、それ

をぜひ私も長井市に取り入れたいというふうに、

21年度の安部議員からの質問だったと思います

が、それにお答え、そういうふうに申し上げた

ところでございましたが、今回の大震災でそれ

が改めて喫緊の課題だということがわかったと

いうふうに思っております。 

 それは、例えば長井で一番大きな災害が、災

害といいますか厳しい状況になると想定される

のは、地震とそれから洪水だというふうに思っ

ております。地震も洪水も恐らく停電になるこ

とは想像できることから、私の最初の市長に当

選させていただいたときの公約では、インター

ネットテレビで市の情報を市民にお伝えしたい

ということだったのです。これは市報を見てい

ただく率がどうも低いなということを感じてお

りましたんで、そう思ってたんですが、それよ

りも災害時にはまずＦＭ放送局だろうというふ

うに思ってます。これについては、今年度に企

画調整課の方で県の事業に公の空間づくりとい

うことで、公共の空間づくりです。その事業に

一応ＦＭの開設の調査事業を申請してるところ

でございます。そういうようなことから、まず

ＦＭ放送局が必要だろうというふうに思ってお

ります。 

 平成９年に今の防災計画がつくられておりま

して、その後、平成13年に国の水防法の改正に

伴い若干見直しした。それ以降見直ししており

ません。そんなことから、今後の見直しについ

ては、平成21年から準備を進めてまいりました。

まず機構改革をして、すべて総務課の危機管理

室を設けて、そこにいろんな情報が集中して入

ると。そして、私とか副市長、教育長に直結す

るような体制をつくりました。21年に県の危機

管理室の方に職員を派遣いたしまして、21、22

と、それで今年度戻ってまいりましたので、今

年度から防災計画の新たなものを着手しようと

いうことで今準備を進めていたところでござい

ます。 

 なお、今回の震災については、今の防災計画

でうたわれております市の広報車あるいは地区

長さんへお願いしていろんな文章等々の伝達を

お願いするということで、３月11日、12日、13

日あたりは伝達させていただきましたが、なか

なか詳しいあるいはタイムリーな情報が伝わる

ことができなかったということで、改めて反省

と速急な見直しを図ってまいりたいと、そのよ

うに思っております。 

 次に、２点目の置賜生涯学習プラザ運動公園

整備事業でございますが、これについては、小

関秀一議員もご存じだと思いますが、あそこの
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土地約６ヘクタールについては、もう昭和の時

代に市で購入したところでございます。西側の

方には生涯学習プラザとして体育館とプールを

建設し、そして現在進めようとしてる部分は、

将来、あそこを陸上競技場、総合運動公園をつ

くるということで、土地を６ヘクタールだけ別

に取得していたという土地でございます。です

から、土地が軟弱地盤だということを言われて

おりますが、確かにそういう懸念はあったのか

もしれませんが、その当時の判断で６ヘクター

ルを購入しておったわけですから、これを利用

しないというわけにはいかないと。 

 しかも長井市は過去15年ぐらいにわたって行

財政改革を進め、ようやく22年度あたりから少

し改善してきたわけでございますが、その中で

土地開発公社の不良債権としてこの６ヘクター

ルの土地を３億円で土地開発公社が取得して、

それを市で買い戻さなきゃいけなかったわけで

すが、これをしてなかったと。それを一時、国、

県の制度を使って一時借りかえをしておったも

のを平成26年までに３億円できちんとした国か

らの起債行為でこれを買い戻すということをし

なきゃいけないと。すなわち土地代については、

26年まで３億円で買わなきゃいけないという縛

りがあったと。そして、なおかつその土地を買

う目的が運動公園でありますので、あそこを現

在の土地の状況では運動公園とはなりませんの

で、最低限でも整備をしなきゃいけないと、平

らにしなきゃいけない。その予算が１億円で、

合計４億円の事業として前市長のときからそれ

が計画されておったと。それを私になりまして

から、４億円も使ってまた次の世代に先送りす

るのは、これは正しくないということから、い

ろいろ情報を収集し、いろんな人たちからご協

力をいただいて、国の補助事業で原則５割補助

で陸上競技場、運動公園をつくるということが

実現できたということが中身であります。 

 ですから、これらについて説明ということに

ついては必要だと思いますので、詳しいことは

まち・住まい整備課長の方から答弁いたさせま

す。概略としてはそういう状況でございますの

で、よろしくご理解をお願いしたいと思います。 

 最後に、ＴＰＰと長井市産業の影響について

でございますが、これらについても私の方は概

略だけお話しさせていただきます。 

 ＴＰＰについては、３月議会でも私はいろい

ろ答弁させていただきましたように、ＴＰＰに

ついて必ずしもこれはだめだということにはな

らないのかもしれませんが、私は今のＴＰＰ、

国が、日本がこれに連携協定を結ぶということ

についてはほとんどメリットがないんじゃない

かと、むしろ１国間でそれぞれの国ときちんと

した協定を結ぶことが大切であろうというふう

に思っております。 

 そんなことから、１番目の環境のまちづくり

の拡大ということでございますが、これらにつ

いては、小関議員からもありましたように、平

成９年にレインボープランのコンポストセンタ

ーの稼働、そしてレインボープラン推進協議会

が設立されて、いわゆる農業での循環のまちづ

くりにまず着手したわけでございます。同時に、

循環という理念あるいはともにという理念をま

ちづくりの柱に据えるべく、その当時から市の

まちづくりの基本にそういった考え方を据えて

進んできたわけでございますが、残念ながら農

産物の認証制度については、現実として農家の

理解が十分得られなかったということがあった

んではないかと。そんなことから、参加農家数

は少ない状況でございました。 

 そんなことから、市としてはレインボープラ

ンは本市の重要なまちづくり施策であり、また

環境大臣表彰なども受けておりますので、さら

なる普及推進を図り、そしてこれから21世紀に

ふさわしいような地域社会のあり方として、こ

の循環レインボープランを生かす、そんな取り

組みも農業からも進めていかなきゃいけないと
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いうことで、これは小関議員からもいろいろご

指導いただきましたが、平成22年度から農産物

等ブランド化戦略会議の成果に基づいて、ブラ

ンド化推進事業を行いまして、レインボープラ

ンの認証を引き続き行うとともに、レインボー

プランの里からという新たな認証制度をつくり

まして、昨年オープンした市民直売所菜なポー

トで販売した場合の販売額の５％を参加した農

家へ支援していくというようなことで、普及拡

大を今図ってるところでございます。 

 それから、農地・水・保全事業の今後の見通

しと村・まちの水路計画については、担当課長

の方から答弁いたさせます。 

 それ以外に、後継者の育成計画あるいは

3,000ヘクタールの農地管理ということでござ

いますが、これらについては、やはり私ども市

町村でできる部分というのは非常に限られてお

りますが、いわゆる新規の就農者については、

ほとんどというか、もう100％農家の後継者で

ありますので、新規に全く違う分野から農業に

つかれる方は残念ながら今のところいらっしゃ

らないということでありますので、やはり農業

で食える、そういった国の施策を望まなきゃい

けないというふうに思いますが、意欲的な農業

をやりたいという方については、市としても全

面的にいろいろ支援制度を考えていかなきゃい

けないと思いますので、ぜひそれらについて小

関議員からもご提案等々いただければというふ

うに思います。私からの答弁は以上でございま

す。 

○蒲生光男議長 遠藤健司企画調整課長。 

○遠藤健司企画調整課長 小関秀一議員のご質問

にお答え申し上げます。 

 長井ダムの耐震調査ということです。 

 長井ダムの耐震性について、私ども市で持っ

ている知識、情報では十分把握することができ

ませんでしたので、最上川ダム統合管理事務所

の方に問い合わせて、説明をいただきました。

ダムの設計にどういう耐震性を設定してるかと

いうことに尽きるということでございます。耐

震設計というのは、河川管理施設等構造令とい

う中で、震度法、震度というのは震度何々の震

度法という基準をもって実施してるというふう

なことでございます。この震度法というのは、

なかなか説明しにくいようですが、地震の力と

してダムの重さに水平にどれぐらいの力がかか

るか。慣性力、ダムにどういうふうに作用する

かというようなことで数値を設定してるという

ことです。 

 長井ダムのダムサイトは、中震地帯、中くら

いの「中」に「震える」地帯、全国を弱、中、

強と分けてますが、山形県は中震地帯だそうで

す、に位置していまして、県内近傍の重力式コ

ンクリートダムの実績を考慮して、設計震度、

設計上の震度ですが、0.12ということで設計し

てるというふうなことでございます。設計震度

というのは、ご承知のとおり気象庁発表の震度

とは直接関係はしません。気象庁の震度という

のは、その地点での土地の震え方、地震度の強

さを示すものであって、設計震度は設計のため

の震度です。従来から長年にわたってダムの耐

震設計法として用いられてきたものでございま

して、これによって設計されたダムが地震に対

して安全だったという実績があるということで

す。 

 参考になりますが、平成20年６月の岩手・宮

城内陸地震で、北上川ダム統合管理事務所で管

理しておりました岩淵ダムが震度７に相当する

揺れが観測されましたが、ダムの安全性そのも

のに大きな問題は認められなかったというよう

なことでございます。 

 以上、長井ダムの耐震性の調査データについ

ては、こういう基本的な設計でやっております

ので、さらにそれ以上のデータはお聞きはでき

なかったというような状況でございます。以上

でございます。 
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○蒲生光男議長 那須宗一農林課長。 

 残り時間９分13秒ですので、よく勘案してご

答弁お願いします。 

○那須宗一農林課長 それでは小関秀一議員の質

問にお答えいたします。３点ほどございます。 

 １番目の（３）の原発事故に伴う農産物、飲

料水、土壌調査、公表の対策についてでござい

ますが、要点のみ申し上げますが、万が一でご

ざいますが、検査の結果、食品衛生法に基づく

飲食物に関する暫定規制値、野菜類では放射性

ヨウ素が2,000べクレル、放射性セシウムが500

ベクレルと決まっておりますが、こういった場

合は国及び県の方針に従って出荷制限を行うこ

とになります。その後、１週間ごとに３回検査

を行って、暫定規制値になった場合は出荷制限

を解除するというのが、これがあくまで原則の

やり方というふうに決められております。 

 原子力発電所の現在の状況とか、これ今後の

収束状況によりますが、山形県で毎日のように

実施しております検査結果の推移などを見ます

と、暫定規制値を超えるということはなかなか

考えにくい状況なのではないかなというふうに

考えているところでございます。 

 次ですが、３番目の（２）の農地・水・環境

保全事業の今後の見通しということでございま

すが、議員からお話のございました向上活動支

援交付金については、各保全会から要望をいた

だきました。要望の内容を取りまとめたところ、

現在のところ、水路の関係では補修が８カ所、

更新が20カ所、ゲートポンプの更新が15カ所と

いうことで、事業費ベースでいいますと４億

6,700万円ほどの要望が来ております。農道の

関係では、舗装2,000メートルを含めまして220

万円ほどの要望がございまして、全体で４億

8,900万円ほどの事業費の要望でございます。 

 この中身につきましては、県の方に伝えてお

りますけれども、今後、県の方でも全体的な取

りまとめを行う中で、どのような調整をされる

のかを十分私どもとしても見きわめながら、土

地改良区等と調整を行って、最終的な要望の内

容を決めてまいりたいと考えております。 

 なお、スケジュールといたしましては、９月

議会で補正予算の議案を提出させていただいて、

10月中の採択申請を予定しているところでござ

います。 

 続いて、規模拡大加算の分でございますが、

小関秀一議員からもございましたように、農業

委員会の皆様方の大変なご努力がございまして、

農地利用集積円滑化団体と農用地利用改善団体

が連携して農地の集積を進めることができるよ

うになりました。私どもといたしましても、長

井市農業再生協議会、農地利用集積円滑化団体、

ＪＡ山形おきたまになりますが、あとＪＡ山形

おきたま長井地区農用地利用調整協議会と農用

地利用改善団体と連携をしながら、規模拡大加

算の推進を図ってまいりたいというふうに考え

ております。 

 農家への周知が不十分ではないかというふう

なことでございますが、この分についても改め

て各団体と協議をしながら周知に努めてまいり

たいというふうに考えております。以上でござ

います。 

○蒲生光男議長 浅野敏明まち・住まい整備課長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 それでは、小

関秀一議員のご質問にお答えします。 

 時間もありませんので、まず、地元住民への

説明会等の件でございますが、このたび実施設

計業務が完了したことによりまして、検討委員

会で報告するとともに、６月15日発行の広報紙

「あやめれぽ」に整備概要について掲載をする

予定でおります。なお、今後、周辺住民の方に

つきましても説明する機会を設けていきたいと

いうふうに思います。 

 それでは、運動公園の施設の概要、特に防災

機能の関係でございますが、この公園につきま

しては、一時避難場所として防災計画上指定し
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ております。また、仮設住宅建設予定地にもな

っております。そういうことから、大災害にお

ける救援の拠点としての役割も担うことができ

る都市公園として整備する計画でございます。 

 具体的な施設でございますが、現在のプラザ

施設についても当然防災避難施設として活用す

るほか、備蓄倉庫、それから便益施設、それか

ら陸上競技場、サッカー場については、ヘリポ

ートとして利用を考えております。なお、ナイ

ター施設につきましては、今の計画では整備す

る計画になっておりませんが、陸上競技場につ

いては、今後ナイター設備を設置する方向で検

討していきたいというふうに考えております。

簡単でございますが、以上でございます。 

○蒲生光男議長 松木 茂建設課長。 

○松木 茂建設課長 おはようございます。 

 ただいまの小関議員の通告の中で、２番の周

辺道路整備計画についての部分、担当してござ

いますが、ご質問ございませんでしたので、省

略させていただいてよろしゅうございましょう

か。 

 それでは、以上でございます。大変失礼しま

した。 

○蒲生光男議長 再質問ありますか。 

 ５番、小関秀一議員。 

○５番 小関秀一議員 大分質問が下手で、まだ

まだやりとりしたいところがあるわけですが、

まず、地区それぞれの安全協議会、もう少し行

政として支援をしていただきたいなということ

を第１点お願いし、再度申し上げます。 

 あと、プラザ周辺、さっき質問抜けましたが、

施設の整備とともに道路整備の計画が必要でな

いかなというふうに私は思って質問するつもり

だったんですが、つまりプラザの南の道路、あ

れは広域農道として建設されたので非常に狭い

と、道路幅等。東の方の信号機から北、南から

入るときに、非常に曲がりづらいことと、西の

萩生九野本線か、あそこから入るときの、鋭角

ですので大型バスなんかも含めてですが、非常

に使い勝手が悪いので、ぜひ整備をお願いした

いこと。 

 あと、プラザの東の、今は土地改良事業で進

んでる４メートルの農道についても、宮原から

せっかく途中まで出てるわけですので、つなぎ

のアクセス道路として整備をこれから計画ない

のかって、私はお願いをしたくて質問を予定し

ておったわけですので、これからそれぞれの事

務方とすり合わせをさせていただきたいなとい

うふうに思います。 

○蒲生光男議長 小関秀一議員に申し上げますけ

ど、あと30秒ですので。 

○５番 小関秀一議員 再質問にならなくて、希

望だけ申し上げますが、私、こういう立場でふ

なれですので、まだまだ住民としての希望なり

をもう少し整理して、またこういう機会をぜひ

市長なり事務方と協議させていただくことをお

願いを申し上げまして、質問を終了させていた

だきます。ありがとうございました。 
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○蒲生光男議長 次に、順位２番、議席番号４番、

今泉春江議員。 

  （４番今泉春江議員登壇） 

○４番 今泉春江議員 皆様、日本共産党の今泉

春江でございます。通告しております２点につ

いて質問をさせていただきます。 

 私はこのたびの市議選で暮らしと福祉、防災

最優先の市政の実現を市民の皆様にお約束して

まいりました。 

 まず第１に、暮らしと仕事にかかわる長井市

住宅新築・増改築補助金制度の改善について質

問いたします。 

 まともに働けば普通の暮らしができる。これ 


